
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 この補助金は、県内企業が大学や研究機関、金融機関等と連携して実施する成長産業へ
の参入や市場拡大のための技術開発を支援することにより、県内ものづくり産業の活性化
を図ることを目的としています。 

 
【Ａ類型-(産総研活用枠)】産総研拠点活用可能性調査 

補助対象事業 
成長産業４分野（※１）における新技術・新製品開発の可能性試験調査事業 
（事業化に向けた本格的な研究開発に取り組む予定があることが必須） 

申 請 者 県内企業 

公 募 期 間 令和５年７月２1 日（金）～令和５年８月１８日（金）１７時 

事 業 期 間 交付決定日 ～ （令和６年３月８日まで） 

補助限度額 
１００万円 

補 助 率 
２／３ 以内 

１５０万円（※２） ３／４ 以内（※２） 

補助対象経費 技術開発・試作品開発費、市場調査費 
 

 

【Ｂ類型-(産総研活用枠)】産総研拠点活用技術開発 

補助対象事業 
産学官金連携でおこなう、成長産業４分野における新技術・新製品の研究開

発事業 

申 請 者 県内中小企業 

公 募 期 間 令和５年７月２1 日（金）～令和５年８月１８日（金）１７時 

事 業 期 間  交付決定日 ～ （令和６年３月８日まで） 

補助限度額 
５００万円 

補 助 率  
３／４ 以内 

６６０万円（※２） ４／５ 以内（※２） 

補助対象経費 技術開発・試作品開発費、販路開拓費 

そ の 他 収益納付要件あり （詳細は「募集要領」をご覧ください。） 

 
※１ 成長産業４分野・・・宇宙、航空、ヘルスケア、持続可能な社会に向けた技術（自然界で分解する新

素材やリサイクル新素材の開発、エネルギー関連の技術開発、ＡＩ・ＩｏＴ、
ロボット関連の技術開発など） 

 

※２ 〇以下のいずれかの要件を満たす場合 

・令和５年４月１日から補助対象期間終了までの間に、任意の連続する２か月間のそれぞれの月の
一人当たり平均給与支給額を、前年同期間と比較して、４．５％以上増加させること。 

（または、増加させたこと。） 

 

・令和５年４月１日から補助対象期間終了までの間に、女性管理職の割合を令和４年４月１日から 

１．２倍以上に増加、または女性管理職割合を「０％」から「２０％以上」に増加させること。 

（または、増加させたこと。） 

 

・令和５年４月１日から補助対象期間終了までの間に、通算３か月以上の育児休業を取得した男性
労働者が１名以上いること。 

 

令和５年度 成長産業チャレンジ支援事業補助金（産総研活用枠） 
（産総研：国立研究開発法人産業技術総合研究所） 

 
 

 

※福井大学（産学官連携本部）、福井県立大学（地域経済研究所）、福井工業大学（地域連携研究推進センター）、 

福井工業高等専門学校（地域連携テクノセンター）、福井県工業技術センター（企画支援部） 

事業計画案について「ふくいオープンイノベーション推進機構」の企画検討会委員が 

所属するいずれかの機関 ※ で必ず「事前相談」を行ってください。 



 

○ 補助事業の要件 

・産学官金が連携して行う技術開発・試作品開発で、技術開発課題が明確であること 

 （ただしＡ類型については、産学官のみでも可） 

 ・共同研究先として、大学や公設試験機関等の研究機関を実施体制に加えること 

  また、産総研（国立研究開発法人産業技術総合研究所）を実施体制に必ず加えること 

 ・事業計画（案）について、７月３１日（月）までにふくいオープンイノベーション推進機構の企

画検討会委員が所属するいずれかの機関（※）へ事前相談をおこなうこと 

   ※ふくいオープンイノベーション推進機構の企画検討会委員が所属する機関の連絡先 

    福井大学 産学官連携本部   

TEL: 0776-27-8956、E-mail: yonezawa@matse.u-fukui.ac.jp 

福井県立大学 地域経済研究所   

TEL: 0776-61-6000、E-mail: keiken@fpu.ac.jp 

福井工業大学 地域連携研究推進センター  

TEL: 0776-29-7834、E-mail: futcrc@fukui-ut.ac.jp 

福井工業高等専門学校 地域連携テクノセンター  

TEL: 0778-62-8323、E-mail: eiki@fukui-nct.ac.jp 

福井県工業技術センター 企画支援部   

TEL: 0776-55-0664、E-mail: kougi@fklab.fukui.fukui.jp 

 

・原則、同一年度に県が行う技術開発・製品開発を目的とする他の補助金等を受けていないこと 

 

○ 留意事項 

・原則として、事業終了後にその成果を発表していただきます。 

・補助事業終了後５年間、毎年、事業化状況（売上、収益、事業化に向けての活動等）の報告を義

務とします。その後も、事業化の際にご報告いただきます。また、事業化状況は、補助事業の成

果として公表することがあります。 

 

○ 申請方法 

「事前相談」を受けて作成した提出書類について、公募期間内に以下のメールアドレス宛に申請く

ださい。提出書類については募集要領をご覧ください。 

 

 提出先： sangyo-gijutsu@pref.fukui.lg.jp 

 

 

○ 補助金交付予定事業者の決定方法 

提出書類について書面審査・プレゼンテーションを実施し、補助金交付予定事業者を決定します。 

なお、採択となった場合には、連携機関およびテーマ名等を公表します。 

 

※詳細はＨＰおよび募集要領をご覧ください。 
 ＵＲＬ：https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/chisangi/sangakukan/seichosangyo.html  

 

 

 

 

 

福井県産業労働部 産業技術課 新技術支援室 

  〒910‐8580 福井市大手3丁目17番1号 

TEL 0776‐20‐0374 ／ FAX 0776 –20‐0646 

  E-mail sangyo-gijutsu@pref.fukui.lg.jp 

お問い合わせ先 

mailto:kougi@fklab.fukui.fukui.jp

